
建設アスベスト給付金

請 求 の 手 引 き ①
≪労災支給決定等情報提供サービスをご利用の方へ≫

＜この手引きの利用にあたって＞

● この手引きは、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律

に基づく建設アスベスト給付金の支給について主な内容を取りまとめたものです。

記載内容の詳細については、労災保険相談ダイヤル（詳細は本パンフレットの裏表紙

に記載）にお問い合わせください。

● 労災保険の支給決定等を受けた後であれば、「労災支給決定等情報提供サービス」を

ご利用いただくことにより、ご提出に必要な書類を大幅に省略できるとともに、本給付

金等の認定審査を迅速に行うことができる場合がありますので、本給付金等の請求に先

んじて労災保険給付の請求をご検討ください。

● 建設アスベスト給付金制度、労災支給決定等情報提供サービスの詳細については、

以下をご覧ください。

・パンフレット「建設アスベスト給付金制度の概要」

・パンフレット「労災支給決定等情報提供サービスをご活用ください」

・厚生労働省ホームページ（建設アスベスト給付金制度について）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_ro

udou/roudoukijun/kensetsu_kyufukin.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsu_kyufukin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsu_kyufukin.html
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(独)労働者健康安全機構

⑧給付金の支給

給付金制度のしくみは、以下のとおりです。

※「① 給付金の請求」に関し、厚生労働省から請求者の方にご連絡し、不足書類や追加

資料の提出をお願いする場合があります。

※認定・不認定の結果については、書面でご連絡します。

※建設アスベスト給付金制度の詳細については、

・パンフレット「建設アスベスト給付金制度の概要」

・厚生労働省ホームページ

をご覧ください。（表紙＜この手引きの利用にあたって＞参照）

１ 給付金制度のしくみ

２ 給付金の請求の手続き

1

給付金の請求に必要な書類（４ページ目以降に掲載）をそろえ、以下の宛先まで簡易書

留やレターパックなど、配達状況や到着の確認ができる方法で郵送してください。

（郵送以外の受付はしておりません。）

〒１００－８９１６

東京都千代田区霞が関１-２-２ 中央合同庁舎第５号館

厚生労働省労働基準局労災管理課

建設アスベスト給付金担当 あて



Ⅱ 給付金の請求に必要な書類

2

給付金の請求に必要な書類は、次のとおりです。

※労災支給決定等情報提供サービスを受けていない場合や、追加給付金の請求の場合は、

●パンフレット「建設アスベスト給付金請求の手引≪労災支給決定等情報提供サービスを

ご利用でない方へ≫」

●パンフレット「建設アスベスト給付金請求の手引≪追加給付金を請求される方へ≫」

をご覧ください。

番号 書類の種類 提出の要否 欄

１ 基礎資料

① 請求書（→４～７ページ） 必須（記載例は該当するページをご覧ください） □

①-２

委任状又は成年後見人等で

あることを証明する書類等

（→12ページ）

該当する場合必要
任意代理人又は法定代理人を選任する場合で、

・請求者が、労災支給決定等情報提供サービス

申請者と同一でない場合、又は請求者の住所

が上記申請時と同一でない場合

・請求者が任意代理人であって、給付金の請求

の委任まで確認できない場合

※代理人又は請求者以外の方を連絡先に指定す

ることはできません。

※弁護士法第72条に抵触しない範囲に限ります｡

□

①-3

振り込みを希望する金融口

座の通帳又はキャッシュカ

ードの写し（→13ページ）

必須
※金融機関名、支店名、口座番号、預金種目、

口座名義（カナ）が分かるもの

□

２ 添付資料

（０）労災支給決定等情報提供サービス通知書

－
通知書のコピー
（→13ページ）

必須 □

（１）請求者のご本人確認に必要な書類

②

住民票の写し等（請求者の

氏名・生年月日・住所を確

認できる書類）

（→13ページ）

該当する場合必要

※以下のいずれかの場合は必要です。

・請求者が、労災支給決定等情報提供

サービス申請者と同一でない場合

・申請時と同一住所でない場合

□

（２）請求者が被災者の遺族である場合（被災者が死亡されている場合）に必要な書類

※請求者が被災者ご本人である場合は不要です。

③ 戸籍謄本等（→13ページ）

該当する場合必要

※労災支給決定等情報提供サービスの申請

時に提出されている戸籍謄本等で、請求

者が最先順位の遺族であることが確認で

きない場合は必要です。

□

チェック



番号 書類の種類 提出の要否 欄

③-2

請求者と被災者が事実婚であ

ることを証明する書類

（→14ページ）

該当する場合必要

※請求者が被災者と事実上の配偶者である場合は

必要です。

□

④

死亡届の記載事項証明書

（死亡の事実や原因が確認で

きる書類）（→14ページ）

該当する場合必要

※被災者に関する労災保険の遺族補償給付、石綿

救済法の救済給付（救済給付調整金、特別遺族

弔慰金、特別葬祭料に限る）、特別遺族給付金

の支給決定や認定を受けていない場合は必要で

す。

□

（３）被災者に労災保険給付や石綿救済法の特別遺族給付金の支給・不支給決定、石綿救済法の

救済給付の認定・不認定又はじん肺管理区分決定がある場合に必要な書類

⑤

支給決定等を受けた事実が分

かる資料

（→15ページ）

該当する場合必要

※労災支給決定等情報提供サービスにより提供を

受けた内容と異なる請求をする場合は必要です。

□

（４）被災者の就業歴・石綿ばく露作業への従事を証明する資料

⑥

被災者の就業歴・石綿ばく露
作業歴の分かる資料
（→15ページ）

該当する場合必要

※労災支給決定等情報提供サービスにより提供を

受けた内容と異なる請求をする場合は必要です。

□

（５）請求する区分の石綿関連疾病にり患していることを証明する資料

⑦
石綿関連疾病へのり患が分か

る資料（→22ページ）

該当する場合必要

※労災支給決定等情報提供サービスにより提供を

受けた内容と異なる請求をする場合は必要です。

□

⑦-２

診
断
の
根
拠
と
な
る
資
料

（→

22

ペ
ー
ジ
）

り患した疾病にかか

わらず必要な資料
□

⑦-３
中皮腫にり患してい

る場合に必要な資料
□

⑦-4

石綿肺・びまん性胸

膜肥厚にり患してい

る場合に必要な資料

□

⑦-５

良性石綿胸水にり患

している場合に必要

な資料

□

（６）企業等から損害賠償金や和解金などを受け取っている場合に必要な資料

⑧
企業等からの受領金額の分か

る資料（→23ページ）

該当する場合必要

※企業等から損害賠償金や和解金などを受け取っ

ている場合は必要です。

□

（７）その他の必要な資料

⑨
資料の日本語訳

（→23ページ）

該当する場合必要

※日本語以外で作成された資料がある場合は必要

です。

□

3



（支給決定あり又は不支給決定ありの場合）

決定年月日

（支給・不支給）

（平成・令和）

　　３０ 年　８月　  １７日

決定した

労働基準監督署長
＿＿＿＿＿＿＿＿労働基準監督署長

（独立行政法人環境再生保全機構）

石綿による健康被害の救済に関する法律による

救済給付の認定決定状況

□認定決定あり　　　 　□不認定決定あり

□申請予定又は申請中　 □申請予定なし

（認定決定又は不認定決定がある場合）

決定年月日

（認定・不認定）

（平成・令和）

　

　　年　　　月　　　日

認定を受けた

疾病

□中皮腫

□肺がん

□著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

□著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺

労働者災害補償保険法による保険給付の支給決定状況

※石綿による健康被害の救済に関する法律による

特別遺族給付金の支給決定状況を含む

□支給決定あり　　　　 □不支給決定あり

□請求予定又は請求中　 □請求予定なし

２．被災者の情報

フリガナ コウセイ　タロウ 生年月日

被災者氏名 厚生　太郎
（明治・大正・昭和・平成）

１８年　　１２月　　３１日生

被災者がお亡くなりになっている場合

請求者と被災者との続柄 請求者より先順位の遺族の有無

配偶者
□　無

□　有（遺族氏名：　　　　　  　　　　）

※万一、請求者の方が本給付金等の支給の権利の認定・不認定の通知がなされるまでに死亡した場合には、本請求書による請求は無効と

なります。なお、当該場合には、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第３条第２項及び第３項に基づき

遺族の方（本請求の請求者を除く。）が御自身の名前で改めて請求を行っていただくことになります。

１．請求者の情報

フリガナ コウセイ　ハナコ 生年月日

請求者氏名
厚生　花子 （明治・大正・昭和・平成・令和）　

２０年　　　６月　　１９日生

フリガナ トウキョウトチヨダクカスミガセキ１－２－２　チュウオウゴウドウチョウシャ

請求者

住所又は居所

〒１００－８９１６

東京都千代田区霞が関１ｰ２ｰ２ 中央合同庁舎５号館

電話番号　　０３（　３２５３　）１１１１　　　　　　※4（代理人電話番号　　　　　　　　　　　　　　　）

※1～4  代理人を選任する場合、代理人の情報を並記願います。

（受付番号：　　　　　　　　　　）※記載不要
（　　－様式１－１）

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等請求書②（情報提供サービス利用者用）

労災支給決定等情報提供サービス交付番号 １２３４

厚生労働大臣　殿

　下記のとおり、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律による給

付金の支給を請求します。

令和６年　４月　１日

請求者氏名

※1（代理人氏名）

  厚生　花子

　(　　　　 　 ）

特

※3代理人住所 〒 －

※2（代理人氏名 ）

東京中央

１ 基礎資料

「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等請求書」（特－様式１）に、以下の

例を参考に必要事項（赤字部分）を黒字で記入してください。

※同様の項目が記載されているものであれば、この様式による必要はありません。

4

① 請求書（代理人を選任しない場合）

記入日→



・請求者が被災者本人の場合は被災者本人

・請求者が被災者のご遺族である場合はそのご遺族の氏名・生年月日・住所 （又は

居所）を記入してください。

・なお、給付金の支給を受けることができるご遺族は、被災者がすでに死亡

した場合の、

①被災者の配偶者（内縁の方を含みます。以下同じ。）

②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹

のうち、その番号が最も小さい方に限られます。

通知書右上の の欄に記載の番号を記入してく

ださい。

5

※

請求者が被災者のご遺族である場合に記入してください。

「請求者の被災者との続柄」が、通知書の４「被災者との続柄」に記載された内容と

異なる場合、請求者が上記①～⑥のうち､

その番号が最も小さい方であることを示す資料が必要です｡

「支給決定あり」に をしてください。

右上欄のいずれかに をしてください。（認定・不認定決定があれば下欄も記入）

※「石綿による健康被害の救済に関する法律」の「救済給付」に関する項目であり、

同法の「特別遺族給付金」に関する項目ではないのでご注意ください。

（「決定年月日」は和暦（平成・令和）で記載してください。不明であれば記入不

要です。）

「決定年月日」、「決定した労働基準監督署長」の欄は、それぞれ、通知書の

「２ 労災保険等の決定状況」の「決定年月日」、「決定した労働基準監督署長」の

欄を転記してください｡（「決定年月日」は和暦（平成・令和）で記載してください｡

不明であれば記入不要です。）

以下は、労災支給決定等情報提供サービスの通知書（以下「通知書」）に記載された情

報のとおりに請求を行う場合の記入方法です。

通知書に記載されていない事項を追加して請求する場合、その事項を裏付け

る資料の提出が必要になります。（２～３ページ参照）

給付金は請求期限があり、請求書の到達日が以下期限内の必要があります（必着）。

※請求書の記入日や投函日ではありません。

（請求期限の末日が行政機関の休日の場合は、その翌開庁日が期限となります。）

●原則：以下のいずれか遅い方の日から起算して20年

・石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日

・石綿肺に関するじん肺管理区分の決定（管理２～４のみ）があった日

●被災者（石綿による健康被害を受けた方をいいます。以下同じ。）が石綿関連疾病

により死亡した場合：死亡日から起算して20年



「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等請求書」（特－様式１）に、以下の

例を参考に必要事項（赤字部分）を黒字で記入してください。

※同様の項目が記載されているものであれば、この様式による必要はありません。

6

① 請求書（任意／法定代理人を選任する場合）

記入日→

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等請求書②（情報提供サービス利用者用）

労災支給決定等情報提供サービス交付番号 １２３４

（受付番号：　　　　　　　　　　）※記載不要
（　　－様式１－１）

令和６年　４月　１日

請求者氏名

※1（代理人氏名）

厚生　花子

(厚生　一郎）

厚生労働大臣　殿

　下記のとおり、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律による給

付金の支給を請求します。

請求者氏名
厚生　花子 （明治・大正・昭和・平成・令和）　

２０年　　　６月　　１９日生

※1～4  代理人を選任する場合、代理人の情報を並記願います。

１．請求者の情報

フリガナ コウセイ　ハナコ 生年月日

電話番号　　０３（　３２５３　）１１１１　　　　　  ※4（代理人電話番号　○○○－○○○○－○○○　　）

※万一、請求者の方が本給付金等の支給の権利の認定・不認定の通知がなされるまでに死亡した場合には、本請求書による請求は無効と

なります。なお、当該場合には、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第３条第２項及び第３項に基づき

遺族の方（本請求の請求者を除く。）が御自身の名前で改めて請求を行っていただくことになります。

フリガナ トウキョウトチヨダクカスミガセキ１－２－２　チュウオウゴウドウチョウシャ

請求者

住所又は居所

〒１００－８９１６

東京都千代田区霞が関１ｰ２ｰ２ 中央合同庁舎５号館

１８年　　１２月　　３１日生

被災者氏名 厚生　太郎
（明治・大正・昭和・平成）

２．被災者の情報

フリガナ コウセイ　タロウ 生年月日

（独立行政法人環境再生保全機構）

石綿による健康被害の救済に関する法律による

救済給付の認定決定状況

□認定決定あり　 　　　□不認定決定あり

□申請予定又は申請中　 □申請予定なし

労働者災害補償保険法による保険給付の支給決定状況

※石綿による健康被害の救済に関する法律による

特別遺族給付金の支給決定状況を含む

□支給決定あり　　　　 □不支給決定あり

□請求予定又は請求中　 □請求予定なし

被災者がお亡くなりになっている場合

請求者と被災者との続柄 請求者より先順位の遺族の有無

配偶者
□　無

□　有（遺族氏名：　　　　　  　　　　）

（支給決定あり又は不支給決定ありの場合）

決定年月日

（支給・不支給）

（平成・令和）

　　３０ 年　８月　  １７日

決定した

労働基準監督署長
＿＿＿＿＿＿＿＿労働基準監督署長

（認定決定又は不認定決定がある場合）

決定年月日

（認定・不認定）

（平成・令和）

　

　　年　　　月　　　日

認定を受けた

疾病

□中皮腫

□肺がん

□著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

□著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺

特

※3代理人住所 〒○○○－○○○

○○県○○市○丁目○番地○号

※2（代理人氏名 厚生 一郎 ）

東京中央



・請求者が法定代理人／任意代理人を選任している場合は、

請求者の氏名・生年月日・住所（又は居所）・電話番号を記入いただくと共に、

（）内に代理人の氏名・住所（又は居所）・電話番号を記入してください。

・なお、給付金の支給を受けることができるご遺族は、被災者がすでに死亡

した場合の、

①被災者の配偶者（内縁の方を含みます。以下同じ。）

②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹

のうち、その番号が最も小さい方に限られます。

通知書右上の の欄に記載の番号を記入してく

ださい。
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※

請求者が被災者のご遺族である場合に記入してください。

「請求者の被災者との続柄」が、通知書の４「被災者との続柄」に記載された内容

と異なる場合、請求者が上記①～⑥うち、

その番号が最も小さい方であることを示す資料が必要です。

「支給決定あり」に をしてください。

右上欄のいずれかに をしてください。（認定・不認定決定があれば下欄も記入）

※「石綿による健康被害の救済に関する法律」の「救済給付」に関する項目であり､

同法の「特別遺族給付金」に関する項目ではないのでご注意ください。

（「決定年月日」は和暦（平成・令和）で記載してください。不明であれば記入

不要です。）

「決定年月日」、「決定した労働基準監督署長」の欄は、それぞれ、通知書の

「２ 労災保険等の決定状況」の「決定年月日」、「決定した労働基準監督署長」の

欄を転記してください｡（「決定年月日」は和暦（平成･令和）で記載してください｡

不明であれば記入不要です。）

以下は、労災支給決定等情報提供サービスの通知書（以下「通知書」）に記載された情

報のとおりに請求を行う場合の記入方法です。

通知書に記載されていない事項を追加して請求する場合、その事項を裏付け

る資料の提出が必要になります。（２～３ページ参照）

給付金は請求期限があり、請求書の到達日が以下期限内の必要があります（必着）。

※請求書の記入日や投函日ではありません。

（請求期限の末日が行政機関の休日の場合は、その翌開庁日が期限となります。）

●原則：以下のいずれか遅い方の日から起算して20年

・石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日

・石綿肺に関するじん肺管理区分の決定（管理２～４のみ）があった日

●被災者（石綿による健康被害を受けた方をいいます。以下同じ。）が石綿関連疾病

により死亡した場合：死亡日から起算して20年

・任意代理人を選任する場合は、代理人（受託者）と被代理人（委託者）の氏名を

分けて記入してください。

・法定代理人の場合の氏名は「成年被後見人○○の成年後見人××」等と記入して

ください。



①石綿肺管理２（相当を含む）でじん肺法所定の合併症なし

②石綿肺管理２（相当を含む）でじん肺法所定の合併症あり

③石綿肺管理３（相当を含む）でじん肺法所定の合併症なし

④石綿肺管理３（相当を含む）でじん肺法所定の合併症あり

⑤以下のいずれか（該当するものを1つ選択）

　□中皮腫　　　　□肺がん　　　　□著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

　□石綿肺管理４（相当を含む）　　□良性石綿胸水

⑥以下のいずれかを原因として死亡（該当するものを1つ選択）

　□石綿肺管理２（相当を含む）でじん肺法所定の合併症なし

　□石綿肺管理３（相当を含む）でじん肺法所定の合併症なし

⑦以下のいずれかを原因として死亡（該当するものを1つ選択）

　□石綿肺管理２（相当を含む）でじん肺法所定の合併症あり

　□石綿肺管理３（相当を含む）でじん肺法所定の合併症あり

　□中皮腫　　　　□肺がん　　　　□著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

　□石綿肺管理４（相当を含む）　　□良性石綿胸水

請求する区分

【　　　⑦　　　】
※以下の①～⑦から該当する番号を1つ記載

３．請求に関する情報 （　　－様式１－２）

（請求する区分が①～⑤の場合）

備考（請求期限）※記載不要

29年　　　１月　　13日

（請求する区分が⑥又は⑦の場合）

死亡年月日

（昭和・平成・令和）

じん肺管理区分決定の有無
□有

□無
合併症の有無

□有　（疾病名：　 　続発性気管支炎　　　　　）

□無

年　　　　月　　　　日

（全ての請求区分）

請求する疾病にかかったと

医師に診断された日

（昭和・平成・令和） 備考（請求期限）※記載不要

（次のページにお進み下さい）

（注意）故意に虚偽の内容を記載する等の不正の手段により給付金の支給を受けた場合には、不正に受給した金額の返還を

行う必要があります。また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。

（昭和・平成・令和） 備考（請求期限）※記載不要

29年　　　5月　　13日

（請求する区分が⑤又は⑦で肺がんを選択した場合）

被災者の喫煙の習慣の有無
□無

□有（喫煙１日平均　　　本、喫煙期間　　　年　　　月～　　　年　　　月）

じん肺管理区分決定年月日

※じん肺管理区分決定がない場合には、

請求する区分の管理区分に相当する旨の

医師の診断日

特

8



9

①～⑦のうちから、被災者が当てはまる項目を１つ選択し、記入してください。

（通知書の「２ 労災保険の決定状況」の「り患した疾病名」に合致するもの）

また、⑤～⑦を選択した場合は、その項目のいずれかの□を してください。

※「石綿肺管理○」とは、じん肺法に基づく「じん肺管理区分」が管理○である旨決定

を受けた石綿肺をいいます。

※「相当を含む」とは、「じん肺管理区分」管理２～４に相当する状態にあるものに限

り、その相当する「じん肺管理区分」の決定を受けていないものです。

（一人親方については、「じん肺管理区分」の決定の対象にはなりません。）

※「じん肺法所定の合併症」とは、以下の疾病をいいます。

なお、給付金額は以下のとおりです。

※喫煙歴を有する方(肺がんのみ)、短期ばく露に該当する方に関する減額(それぞれ

＿１割)があります｡(詳細はパンフレット「建設アスベスト給付金制度の概要」を参照)

① 石綿肺管理２（相当を含む）でじん肺法所定の合併症なし 550万円

② 石綿肺管理２（相当を含む）でじん肺法所定の合併症あり 700万円

③ 石綿肺管理３（相当を含む）でじん肺法所定の合併症なし 800万円

④ 石綿肺管理３（相当を含む）でじん肺法所定の合併症あり 950万円

⑤
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥
厚、石綿肺管理４、良性石綿胸水であるもの

1,150万円

⑥ 上記①、③のいずれかにより死亡した者 1,200万円

⑦ 上記②、④、⑤のいずれかにより死亡した者 1,300万円

上記「請求する区分」で⑥又は⑦を選んだ場合は、通知書の「１ 被災者の情報」の

「（亡くなっている場合）死亡年月日」の欄を転記してください。

肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸

上記「請求する区分」で①～⑤を選んだ場合は、通知書の「２ 労災保険の決定状況」

の「疾病の診断日」の欄を転記してください。

上記「請求する区分」が⑤又は⑦で肺がんを選んだ場合は、それぞれの項目について

記入してください。

・すべての請求区分の方が記入してください。

※じん肺管理区分の決定はじん肺管理区分決定申請に基づき、都道府県労働局が行っており､

決定がある場合はじん肺管理区分等決定通知書が交付されます。

・「じん肺管理区分決定の有無」について当てはまる項目を してください。

・じん肺管理区分決定がある場合は、「合併症の有無」について し、

合併症がある場合は、疾病名を上記「じん肺法所定の合併症」から選んでください。

・通知書の「２ 労災保険の決定状況」の「じん肺管理区分決定日」の欄を転記してください

（記載がない場合は不要です）。

・「じん肺管理区分決定年月日」（じん肺管理区分の決定がない場合は、請求する区分の

管理区分に相当する旨の医師の診断日）を記入してください。
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（　　－様式１－３）

※名称の如何を問わず本請求と同一の原因に基づく損害賠償金や和解金、補償金等の請求や受領を行っている、又は、行っ

たことがある方は記入して下さい。

国に対する訴訟情報 提訴裁判所名

４．損害賠償金、和解金、補償金等の受取状況

本店　・　支店　

支所　・　出張所
 虎ノ門

銀行　　　・　　　信用金庫　　

その他（　　　　　　　　　）
 労働安全

請求額 円

※現時点で請求中又は訴訟係属中の損害賠償金や和解金、補償金等について記載して下さい。

事件番号 原告番号

企業等に対する請求情報
請求先の商号、名称又は氏名

受領した者の氏名 厚生　花子 被災者との続柄 配偶者

受領日 平成30年 　　 10月　  　７日

企業等からの受取情報

※既に支払を受けた損害賠償

金や和解金、補償金について

記載して下さい。

支払者の商号、名称又は氏名 ㈱■■建築 受領額 1,210万円

91万6,667円

５．振込を希望する金融口座（※請求者本人又は代理人弁護士の口座をご指定下さい。）

フ リ ガ ナ ロ ウ ト ゛ ウ

（受領額の内訳※内訳がある場合記載して下さい。）

元本 916万6,667円 遅延損害金 201万6,666円 弁護士費用その他

金 融 機 関 名 8888

金 融 機 関 コ ー ドア ン セ ゛ ン

支 店 コ ー ド

支 店 名 999

ノ モ ンフ リ ガ ナ ト ラ

ナ

6 預 金 種 目 普通　・　当座　・　貯蓄

フ リ ガ ナ コ

0 1 2 3 4 5口 座 番 号

※フリガナは、濁点・半濁点も１文字として記載して下さい。

6．個人情報の取扱い

　本請求書に記載された情報、請求者から提出された本請求に関する資料及び行政機関が保有する本請求に関す

る資料等の情報について、被災者の方が本請求の認定要件に合致するかなどを確認するために、医療機関、被災

者の方がお勤めの企業（かつてお勤めであった企業を含みます。）などに、審査・認定に必要な限度で提供する

場合があります。

口 座 名 義  厚生　花子

コウ セ イ 　 ハ

（03）1234-5678

□上記について同意しません。

　※同意いただけない場合には、認定要件に合致することが確認できないなどの影響が出る場合があります。

社会保険

労 務 士

記 載 欄

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏　　　名 電　話　番　号

22．1．18　作成　　事　務　代　理　者 社労士　太郎

□上記について同意します。

特

社会保険労務士（東京都社会保険労務士会）
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アスベスト被害について、国に対して訴訟を提起している場合や、すでに支払いを

受けた損害賠償金や和解金などがある場合は、その訴訟情報を記入してください。

アスベスト被害について、企業（建設会社や建材メーカーなど）に対して裁判外で

請求している場合や、訴訟を提起している場合は、記入してください。

※すでに損害賠償金や和解金、補償金などを受け取っている場合は不要です。

アスベスト被害について、企業（建設会社や建材メーカーなど）から損害賠償金や

和解金、補償金などを受け取っている場合は、記入してください。

※請求する時点で請求中又は訴訟継続中の場合は不要です。

「□上記について同意します。」「□上記について同意しません。」のいずれかを

してください。

【同意いただけない場合】

・医療機関、被災者の方がお勤めの企業などに、本請求書に記載された情報などを

提供することができないため、必要な審査が実施できない場合があります。

このため、特段の事情が無い限りは、同意いただけますようお願いします。

・審査の実施のために必要があると判断した際に、ご連絡させていただくことがあり

ます。

社会保険労務士が作成・提出・事務代理を行う場合に記入してください。

アスベスト被害について、国や企業（建設会社や建材メーカーなど）から損害賠償金

や和解金などを受け取っている場合は、給付金額が調整されることがあります。

請求者（任意代理人・法定代理人が請求する場合は、被災者やその遺族）名義の口座

を記入してください。金融機関コードは４桁、支店コードは３桁です。

【請求者本人が金融口座を保有していない場合】

新規口座を開設してください。（その場合、まずは請求書の振込先口座を空欄で

提出し、口座開設後に追加で口座情報を提出してください。）

【成年後見人・代理人弁護士の口座への振込をご希望の場合】

「口座名義」の欄に成年後見人・代理人弁護士の口座であることが明確に分かる

ように記載してください。

※「成年被後見人○○の成年後見人××」 、「○○弁護士△△預り口」等

振り込み事故防止のため、「口座名義」の欄は、通帳の記載どおり正確に転記して

ください。特に、「口座名義」のフリガナ欄は、通帳等記載のカナ表記で記入して

ください。

※氏名のフリガナと通帳等名義人のフリガナが異なっている場合があるので、ご注意

ください。



任意代理人又は法定代理人が請求を行う場合、以下のＡ、Ｂのいずれも提出してください。

なお、追加の提出資料を求める場合や、請求者本人の意思を直接確認する場合があります。

Ａ．委任状又は成年後見人等であることを証明する書類

・任意代理人の場合

代理人が請求者本人により適切に代理権を授与された者であることを確認するために、

委任状（原本）を提出してください。（申請の前３か月以内に作成されたものに限ります。）

また、委任状には、最低限以下の事項を記載してください。（記載例 24ページ）

12

①－２ 委任状又は成年後見人であることを証明する書類等

以下に該当する場合必要

・任意代理人又は法定代理人を選任する場合（任意代理人又は法定代理人が、労災支給決定等

情報提供サービス申請者と同一である場合、提出いただく必要はありません。ただし、労災

支給決定等情報提供サービス申請者の住所が、申請時と同一でない場合は提出が必要です｡）

・請求者が任意代理人であって、給付金の請求の委任まで確認できない場合

※代理人又は請求者以外の方を連絡先に指定することはできません。

Ｂ．本人確認資料

任意代理人・成年後見人等に関する「住民票の写し」を提出してください。

※申請の前３か月以内に作成されたものに限ります。

※「住民票の写し」とは、市区町村が管理している住民票原本である住民票台帳の

内容を専用の紙に写したものです。

住民票の写しをコピーしたものは、正式な証明書として成り立ちません。

必ず住民票の写しの原本を提出してください 。

※住民票の写しは個人番号（マイナンバー）の記載がないものを提出してください。

※婚姻や国籍変更などで提出書類に複数の氏名表記がある場合は、住民票の写しに

あわせて戸籍抄本又は戸籍記載事項証明のいずれかを提出してください。

【委任状に最低限記載すべき事項】

・ 請求者本人氏名および住所

・ 代理人氏名および住所

・ 請求者本人と代理人の関係

・ 委任する内容

※委任する内容は明確に記載してください。

（例：特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律

に基づく給付金の請求に関する一切の件）

・ 請求者本人の署名又は記名・押印

・ 委任の日付

・成年後見人等の場合

成年後見人等であることを証明する書類（成年後見登記に関する証明書など）を提出してくだ

さい。



２ 添付資料

② 住民票の写し等（請求者の氏名・生年月日・住所を確認できる書類）

以下に該当する場合必要

・請求者が、労災支給決定等情報提供サービス申請者と同一でない場合

・申請時と同一住所でない場合

請求者の住民票の写し（住民票記載事項証明書）を提出してください。

※提出の際の注意事項は12ページの「B.本人確認資料」の住民票の写しに係る記載内容と同じです｡

※戸籍を提出する場合も提出してください。

●請求者が外国人の場合で住民票の写しが用意できない場合

旅券、その他の身分を証明する書類の写しを提出してください。

（２）請求者が被災者の遺族である場合に必要な書類

③ 戸籍謄本等

該当する場合必要

※労災支給決定等情報提供サービスの申請時に提出されている戸籍謄本等で、請求者が最先順位

の遺族であることが確認できない場合には必要です。

請求者と被災者との身分関係（続柄）や、請求者以外に給付金を受け取ることができる遺族の

有無を確認するため、14ページの表に記載している事項が確認できる

戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本、戸籍（除籍）全部事項証明書や住民票の写し

を提出してください。

※戸籍謄本は、役所から交付されたものをご提出ください。

（コピーは不可。請求前の３か月以内に作成されたものに限ります。）

※請求者と被災者の身分関係や結婚等で新たに戸籍が編製されている場合等は、複数の上記資料

を照らし合わせることが必要な場合もあります。 13

（１）請求者のご本人確認に必要な書類

各種の添付書類の省略（２～３ページ参照）が受けられなくなりますので、通知書を受け取った

方は必ず提出してください。

通知書のコピー

（０）労災支給決定等情報提供サービス通知書

①－3 振り込みを希望する金融口座の通帳又はキャッシュカードの写し

必須

給付金の振込誤りを防ぐため、提出してください。

※預金種目（普通・当座・貯蓄）が分かる箇所を複写してください。キャッシュカードの場合は、

余白に預金種目を追記してください。



④ 死亡届の記載事項証明書（死亡の事実や死亡の原因が確認できる書類）

被災者に関する死亡診断書・死体検案書・検視調書のいずれかの記載事項についての、

市町村長（又は法務局）の証明書を提出してください。

※８ページの「請求する区分」で⑥又は⑦を選んだ場合は、被災者が、請求に関する疾病

に起因して死亡したことを証明することができるものである必要があります。

③ー2 請求者と被災者が事実婚であることを証明する書類

住民票（続柄に「妻（未婚）」等と表示されているもの）、民生委員発行の事実婚証明

書などの、請求者が被災者と事実上の婚姻関係にあったことが確認できる資料を提出して

ください。

該当する場合必要

※請求者が、労災支給決定等情報提供サービス申請者と同一でなく、かつ、被災者の事実

上の配偶者である場合は必要です。
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請求者の続柄 必要となる戸籍謄本等の内容

①配偶者 ・請求者が、被災者の死亡の時点で配偶者であったこと

②子
・被災者に存命の配偶者がいないこと

・請求者が、被災者の子であること

③父母

・被災者に存命の配偶者・存命の子がいないこと

・請求者が、被災者の父母であること

※被災者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本は必須

④孫

・被災者に存命の配偶者・存命の子・存命の父母がいないこと

・請求者が、被災者の孫であること

※被災者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本は必須

⑤祖父母

・被災者に存命の配偶者・存命の子・存命の父母・存命の孫がいな

いこと

・請求者が、被災者の祖父母であること

※被災者および配偶者から孫までの出生から死亡までのすべての戸

籍謄本は必須

⑥兄弟姉妹

・被災者に存命の配偶者・存命の子・存命の父母・存命の孫・存命

の祖父母がいないこと

・請求者が、被災者の兄弟姉妹であること

※被災者および配偶者から祖父母までの出生から死亡までのすべて

の戸籍謄本は必須

該当する場合必要

※被災者に関する労災保険の遺族補償給付、石綿救済法の救済給付（救済給付調整金、特

別遺族弔慰金、特別葬祭料に限る）、特別遺族給付金の支給決定や認定を受けていない

場合は必要です。



●労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた情報を修正する場合

「労災支給決定等情報」を朱書きで修正した上、その修正内容を証明できる資料を添付してく

ださい。

●労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた情報には記載のない就業歴等

を追加する場合

その就業歴等について、就業歴等申告書（通－様式３と続紙）および別紙（通－様式３別紙）

を記入し、提出してください。（記入要領は、16ページ以降にあります。）

また、

・被保険者記録照会回答票（年金の加入履歴）などの就業歴が確認できる資料や、

・作業報告書、日報、請負契約書（仕様書）などの作業歴が確認できる資料

を提出してください。

通－様式３別紙に証明が受けられない場合であっても、被災者の就業歴の詳細について確認す

る必要があるため、必ず記入の上提出してください。

加えて、建設業務に関する就業歴・石綿ばく露の作業歴を証明する参考資料として、

就業歴等に中小事業主等・一人親方等の期間がある場合には、その事実が確認できる資料（特

別加入承認通知書、労働者名簿等）があれば提出してください。

その他、参考となる資料の例は、25ページを参照してください。

（４）被災者の就業歴・石綿ばく露作業への従事を証明する資料

15

該当する場合必要

※労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた内容と異なる請求をする場合には

必要です。

⑥ 被災者の就業歴・石綿ばく露作業歴の分かる資料

（３） 被災者に、労災保険給付や石綿救済法の特別遺族給付金の支給・不支給
決定、石綿救済法の救済給付の認定・不認定又はじん肺管理区分決定が
ある場合に必要な書類

⑤ 支給決定等を受けた事実が分かる資料

該当する場合必要

※労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた内容と異なる請求をする場合には

必要です。

・労災保険給付や石綿救済法の特別遺族給付金の支給・不支給決定に関する「支給決定通知書」

・石綿救済法の救済給付に関する「認定等の結果通知」（疾病名が記載されているもの）

・じん肺法に基づく「じん肺管理区分決定通知書」

など、支給決定等を受けた事実が分かる資料を提出してください。

（これらの通知書がない場合は、これらを添付せずに請求いただいてもかまいませんが、

必要に応じて追加提出をお願いする場合があります。）
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●
就
業
歴
等
申
告
書
（
通
－
様
式
３
）
の
記
載
例

以
下
の
例
を
参
考
に
、
必
要
事
項
（
赤
字
部
分
）
を
黒
字
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
同
様
の
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
様
式
に
よ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
）
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・
通
知
書

「
５

就
労
歴
及
び
石
綿
ば
く
露
作
業

従
事
期
間
等
に
関
す
る
情
報
」
に
記
載
の
就
業
歴

・
通
知
書

同
欄
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
、
認
定
を

求
め
る
就
業
歴

の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
記
入
方
法
は
い
ず
れ
の
場
合
で
も
同
じ
で
す
。

※
「
石
綿
ば
く
露
作
業
従
事
期
間
」
が
な
い
就
業
歴

で
あ
っ
て
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
右
の
【
特
定
石
綿
ば
く
露
建
設
業
務
】
以
外
の
期

間
の
就
業
歴
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
様
式
に
就
業
歴
を
記
入
し
き
れ
な
い
場
合
は

様
式
を
も
う
１
枚
用
い
る
か
、
あ
る
い
は

1
8
ペ
ー

ジ
に
記
載
の
「
続
紙
」
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

一
人
親
方
の
場
合
で
あ
っ
て
屋
号
が
あ
る

場
合
は
「
屋
号
名
（
一
人
親
方
）
」
と
、

屋
号
が
な
い
場
合
は
「
一
人
親
方
」
と
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

「
石
綿
ば
く
露
作
業
従
事
期
間
」
の
あ
る
就
業
歴
で
あ

っ
て
、
通
知
書

に
記
載
の
な
い
も
の
は
、
（
通
ー
様
式

３
）
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
（
→

2
0
ペ
ー
ジ

）
、
そ
の
作
成
し
た
（
通
ー
様
式
３
）
の
枚
数
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

就
業
し
た
各
事
業
場
の
「
全
在
籍
期
間
」
の
う
ち
、
石
綿

に
ば
く
露
す
る
作
業
に
従
事
し
た
期
間
の
全
て
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

※
給
付
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
下
記
の
「
特
定
石
綿
ば

く
露
建
設
業
務
」
に
従
事
し
た
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
に
該
当
し
な
い
も
の
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
特
定
石
綿
ば
く
露
建
設
業
務
】

石
綿
に
さ
ら
さ
れ
る
建
設
業
務
（
日
本
国
内
で
行
わ
れ

た
も
の
に
限
り
ま
す
。
）
で
あ
っ
て
、
以
下
の
表
の
業
務

を
い
い
ま
す
。

※
屋
内
作
業
場

屋
根
が
あ
り
、
側
面
の
面
積
の
半
分
以
上
が
外
壁
な

ど
に
囲
ま
れ
、
外
気
が
入
り
に
く
い
こ
と
に
よ
り
、
石

綿
の
粉
じ
ん
が
滞
留
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
場

業
務

石
綿
の
吹
付
作
業
に
関
す

る
業
務

屋
内
作
業
場
（
※
）
で
行

わ
れ
た
作
業
に
係
る
業
務

期
間

昭
和

4
7
年

1
0
月

1
日

～
昭
和

5
0
年

9
月

3
0
日

昭
和

5
0
年

1
0
月

1
日

～
平
成

1
6
年

9
月

3
0
日

こ
の
様
式
に

記
入
し
た
、
「
石
綿

ば
く
露
作
業
従
事
期
間
」
の
合
計
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
（
続
紙
に
記

入
し
た
も
の
は
算
入
し
ま
せ
ん
。
）

こ
の
様
式
と
続
紙

に
記
入
し
た
、
「
石

綿
ば
く
露
作
業
従
事

期
間
」
の
合
計
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

（
続
紙
が
な
い
場
合

は
、
こ
の
様
式
の
合

計
）

通
知
書

「
５

就
労
歴
お
よ
び
石

綿
ば
く
露
作
業
従
事
期
間
等
に
関

す
る
情
報
」
の
「
吹
付
け
作
業
へ

の
該
当
・
非
該
当
」
「
屋
内
作
業

へ
の
該
当
・
非
該
当
」
で
該
当
と

さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
○
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。
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●
就
業
歴
等
申
告
書
（
通
－
様
式
３
続
紙
）
の
記
載
例

以
下
の
例
を
参
考
に
、
必
要
事
項
（
赤
字
部
分
）
を
黒
字
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
同
様
の
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
様
式
に
よ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
）

就
　

業
　

歴
　

等
　

申
　

告
　

書
（

通
常

請
求

用
・

続
紙

）

就
業

歴
（

石
綿

ば
く

露
作

業
従

事
期

間
が

な
い

も
の

も
含

む
）

に
つ

い
て

記
載

し
て

下
さ

い
。

フ
リ

ガ
ナ

コ
ウ

セ
イ

　
タ

ロ
ウ

生
年

月
日

疾
病

名
２

枚
目

／
　

２
枚

中

（
　

　
－

様
式

３
続

紙
）

被
災

者
氏

名
厚

生
　

太
郎

昭
和

1
8

年
　

1
2

月
　

3
1

日
□

中
皮

腫
　

　
□

肺
が

ん
　

□
石

綿
肺

　
　

□
良

性
石

綿
胸

水

□
著

し
い

呼
吸

機
能

障
害

を
伴

う
び

ま
ん

性
胸

膜
肥

厚

番
号

事
業

場
名

全
在

籍
期

間
石

綿
ば

く
露

作
業

従
事

期
間

吹
付

作
業

(※
)

屋
内

作
業

(※
)

6
㈱

※
※

土
建

平
成

８
年

　
８

月
　

～
平

成
1

5
年

　
９

月
　

　
７

年
　

　
１

ヶ
月

平
成

８
年

　
８

月
　

～
平

成
1

4
年

　
１

月
　

　
５

年
　

　
５

ヶ
月

○

　
　

年
　

　
　

月
　

～
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

年
　

　
　

ヶ
月

　
　

年
　

　
　

月
　

～
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

年
　

　
　

ヶ
月

　
　

年
　

　
　

月
　

～
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

年
　

　
　

ヶ
月

　
　

年
　

　
　

月
　

～
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

年
　

　
　

ヶ
月

　
　

年
　

　
　

月
　

～
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

年
　

　
　

ヶ
月

　
　

年
　

　
　

月
　

～
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

年
　

　
　

ヶ
月

　
　

年
　

　
　

月
　

～
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

年
　

　
　

ヶ
月

　
　

年
　

　
　

月
　

～
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

年
　

　
　

ヶ
月

　
　

年
　

　
　

月
　

～
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

年
　

　
　

ヶ
月

　
　

年
　

　
　

月
　

～
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

年
　

　
　

ヶ
月

　
　

年
　

　
　

月
　

～
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

年
　

　
　

ヶ
月

　
　

年
　

　
　

月
　

～
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

年
　

　
　

ヶ
月

小
計

②
　

　
５

年
　

　
５

ヶ
月

　
　

年
　

　
　

月
　

～
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

年
　

　
　

ヶ
月

　
　

年
　

　
　

月
　

～
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

年
　

　
　

ヶ
月

小
計

①
と

の
合

計
を

１
枚

目
の

小
計

①
と

②
の

合
計

欄
に

記
入

し
て

下
さ

い
。

就 業 歴

（
※

）
吹

付
作

業
、

屋
内

作
業

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
欄

に
○

印
等

の
チ

ェ
ッ

ク
を

付
け

て
下

さ
い

。

通

✔
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就
業
歴
等
申
告
書
の
本
紙

と
同
様
の
要
領
（

1
6
～

1
7
ペ
ー
ジ
）
を
参
考
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

続
紙
に

記
入
し
た
、
「
石
綿
ば

く
露
作
業
従
事
期
間
」
の
合
計

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

（
1
6
ペ
ー
ジ
の
様
式
に
記
入
し

た
も
の
は
算
入
し
ま
せ
ん
）

1
6
ペ
ー
ジ
の
様
式
か
ら
の
通
し
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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●
就
業
歴
等
申
告
書
（
通
－
様
式
３
別
紙
）
の
記
載
例

以
下
の
例
を
参
考
に
、
必
要
事
項
（
赤
字
部
分
）
を
黒
字
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
作
成
の
必
要
が
あ
る
の
は
、
通
知
書

に
は
記
載
の
な
い
就
業
歴
等
を
追
加
す
る
場
合
の
み
で
す
。

※
同
様
の
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
様
式
に
よ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

通
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就
業
歴
等
申
告
書
（
通
－
様
式
３
）
（

1
6
ペ
ー
ジ
）

や
続
紙
（
通
－
様
式
３
続
紙
）
（

1
8
ペ
ー
ジ
）
の

「
全
在
籍
期
間
」
「
石
綿
ば
く
露
作
業
従
事
期
間
」

と
同
じ
内
容
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

追
加
し
た
い
就
業
歴
等
に

関
す
る
事
業
場
や
そ
の
所

在
地
、
事
業
概
要
（
鉄
骨

造
家
屋
建
築
工
事
業
、
解

体
工
事
業
、
内
装
工
事
業

な
ど
）
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

ま
た
、
「
雇
用
等
形
態
」

の
い
ず
れ
か
に

を
し
て

く
だ
さ
い
。

左
欄
に
記
入
し
た
事
業

場
に
お
け
る
被
災
者
の

職
種
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

（
職
種
の
記
載
例
）

大
工
、
左
官
、

内
装
工
、
塗
装
工
、

吹
付
工
、
解
体
工
、

ダ
ク
ト
工
、

配
管
設
備
工
、

現
場
監
督

上
欄
の
「
種
類
」
で
選
択

し
た
作
業
に
従
事
し
た
頻

度
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

（
記
載
例
）

・
2
時
間
程
度
の
作
業
を

月
○
～
○
回

・
1
日
の
作
業
を
年
○
回

程
度

可
能
な
限
り
、
事
業
主
や
同
僚
な
ど

か
ら
証
明
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
事
業
主
等
か
ら
証
明
を
受
け

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
こ

の
様
式
下
部
の
「
※
」
の
と
お
り
、

そ
の
理
由
等
の
必
要
な
事
項
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

※
厚
生
労
働
省
か
ら
事
業
主
等
に
連

絡
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
。

当
該
作
業
が
、
昭
和

4
7
年

1
0
月

1
日
～

昭
和

5
0
年

9
月

3
0
日
の
間
に
あ
る
か
、

昭
和

5
0
年

1
0
月

1
日
～
平
成

1
6
年

9
月

3
0
日
ま
で
の
間
に
あ
る
か
を
問
わ
ず

、
①
②
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
該
当

す
る
も
の
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

枠
内
上
部
に
記
載
の
と
お
り
、

・
ど
の
よ
う
な
石
綿
ば
く
露
作
業

（
欄

外
下
部
ア
～
キ
）
を
行
っ
て
い
た
か

・
そ
の
石
綿
ば
く
露
作
業
を
ど
こ
で

行
っ

て
い
た
か

・
ど
の
よ
う
な
（
石
綿
を
含
む
）
建

材
を
用
い
て
い
た
か

・
ど
の
よ
う
な
状
況
で
石
綿
に
ば
く

露
し
た
か

に
つ
い
て
可
能
な
限
り
詳
細
に
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。
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（５）請求する区分の石綿関連疾病にり患していることを証明する
資料

該当する場合必要

※労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた内容と異なる請求をする場合には

必要です。

⑦ 石綿関連疾病へのり患が分かる資料

⑦ -２～５ 診断の根拠となる資料

以下の「診断（意見）書」を提出してください。

（医師の診断（意見）書は、原則、石綿関連疾患と診断された医療機関、それが難しけれ

ば現在療養中の医療機関で発行してもらってください。）

・［中皮腫用］…共－様式１

・［肺がん用］…共－様式２

・［石綿肺用］…共－様式３

・［著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚］…共－様式４

・［良性石綿胸水用］…共－様式５

以下の資料を提出してください。

番号 疾病 提出する資料

⑦－２
り患した疾病に関わらず

必要な資料

・エックス線画像、ＣＴ画像

・石綿計測結果報告書や診療録の写し、その他検査結

果報告書（検査を行っていない場合は不要です）

⑦－３
中皮腫にり患している場

合に必要な資料

・病理組織診断報告書、細胞診断報告書

（どちらか１つの報告書は必ず提出してくだ

さい。）

・可能な限り以下の標本も提出してください。

病理組織診断報告書の場合：ＨＥ染色標本

細胞診断報告書の場合：パパニコロウ染色標本

⑦－４

石綿肺・びまん性胸膜肥

厚にり患している場合に

必要な資料

・呼吸機能検査結果報告書

⑦－５
良性石綿胸水にり患して

いる場合に必要な資料

・胸水の検査結果（性状、浸出液か漏出液かの鑑別の

ための検査を含む生化学的検査、細胞診を含む細胞

学的検査、細菌学的検査、ＣＥＡ、ＣＹＦＲＡ、Ａ

ＤＡ、ヒアルロン酸値等）および胸水貯留をきたす

他の疾病の有無を示す医証（既往歴・現病歴、リウ

マチ因子等の検査結果等）



23

（６） 企業等から損害賠償金や和解金などを受け取っている場合
に必要な資料

⑧ 企業等からの受領金額が分かる資料

該当する場合必要

※企業等から損害賠償金や和解金などを受け取っている場合には必要です。

判決内容の分かる書類や、和解に関する合意書などを提出してください。

併せて、受領年月日が分かる資料（通帳の写し、受領書等）を提出してください。

（７）その他の必要な資料

⑨ 資料の日本語訳

日本語以外で作成された資料がある場合には、必ず提出してください。

該当する場合必要

※日本語以外で作成された資料がある場合には必要です。
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参考様式

委任状

代理人（受任者）

氏名 厚生 一郎

住所 東京都千代田区霞が関・・・

請求者本人（委任者）と代理人（受任者）との関係

親 子

私は、上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。

記

委任事項

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づ

く給付金の請求に関する一切の件

以上

令和 6 年 4 月 １ 日

請求者本人（委任者）

住所 東京都千代田区霞が関・・・

氏名 厚生 花子 印

記載例

※様式

は任意

です。

※請求者本人の署名又は記名・押印をご記載ください。

※委任を受ける方の名前と

ご住所をご記載ください。
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労災支給決定等情報提供サービス通知書への就業歴追加について 

（就業歴等申告書に事業主、同僚、発注者等の関係者からの証明を受けている場合） 

 

労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた情報には記載のない就業歴等を追加する

場合には、追加する内容を証明する資料を提出いただく必要があります。 

証明する資料として、事業主、同僚、発注者等の関係者からの証明を受けた「就業歴等申告書」

を提出いただく場合には、証明いただいた事業主、同僚、発注者等に関する裏付け資料として、

以下の具体例にある関係資料についても、提出を求めているところです。 

つきましては、☑の付いている箇所の裏付け資料の提出をお願いいたします。例示している

資料を全て提出いただく必要はありませんが、可能な限り提出をお願いいたします。認定審査に

あたって重要な資料となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

【添付いただきたい関係書類の具体例】 

就業歴等申告書 事業主、同僚、発注者等に関する裏付け資料 

□ 就業歴等申告書（事業主の証明あ

り） 

事業主の存在、事業が確認できる書類 

●法人登記簿 

●建設工事の契約書・注文書・発注書・領収書等 

●（屋号の記載がある）申告書・開廃業届 

など 

□ 就業歴等申告書（同僚の証明あり） 同僚であることが確認できる書類 

●被保険者記録照会回答票、雇用保険加入記録 

●その他被災者と同じ事業場に従事していたこと 

が分かる資料（給与明細、作業日誌等） 

など 

□ 就業歴等申告書（発注者の証明あ

り） 

発注者の存在、事業が確認できる書類 

●法人登記簿 

●建設工事の契約書・注文書・発注書・領収書等

（可能な限り被災者と取引関係があったことがわか

るもの） 

●（屋号の記載がある）申告書・開廃業届 

など 
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労災保険相談ダイヤル

０５７０－００６０３１

月曜日～金曜日 8:30～17:15

（土・日・祝日・年末年始はお休みします）

※ご利用の際は、通話料がかかります。IP電話など、一部の電話からはご利用になれません。

※労災支給決定等情報提供サービスや、労災保険一般に関するご相談も受け付けています。

お問い合わせ先
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